
第７７号議案 

   足立区国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成１８年５月３１日 

            提出者 足立区長  鈴 木 恒 年 

 

   足立区国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 足立区国民健康保険条例（昭和３４年足立区条例第１１号）の一部を

次のように改正する。 

 第５条第１２号中「結核・精神医療給付金」を「結核医療給付金又は

精神医療給付金（以下「結核・精神医療給付金」という。）」に改める。 

 第１２条第１項各号列記以外の部分中「。以下「申請年度」という。」

を削り、同条第３項中「結核医療給付金又は精神医療給付金（以下「結

核・精神医療給付金」という。）」を「結核・精神医療給付金」に改め、

同条第５項中「保険医療機関等について」を「保険医療機関等において」

に改める。 

 附則第８項中「所得について同条第４項」を「所得（以下「公的年金

等所得」という。）について同条第４項」に改め、「に限る。」の次に

「以下「特定公的年金等控除額」という。」を加える。 

 附則に次の６項を加える。 

（平成１８年度における公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特

例） 

１５ 平成１８年度分の保険料の賦課に限り、世帯主又はその世帯に属

する被保険者が平成１７年中に公的年金等所得について特定公的年金

等控除額の控除を受けた場合であつて、平成１６年中に公的年金等所

得について所得税法等の一部を改正する法律（平成１６年法律第１４

号）第１条の規定による改正前の所得税法第３５条第４項に規定する

公的年金等控除額（年齢６５歳以上である者に係るものに限る。以下



「旧所得税法による特定公的年金等控除額」という。）の控除を受け

たときにおける第１９条の２の規定の適用については、附則第８項の

規定にかかわらず、この規定中「地方税法第７０３条の５第１項の規

定の例により算定した総所得金額」とあるのは「地方税法第７０３条

の５第１項の規定の例により算定した総所得金額（所得税法第３５条

第３項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第２項第１

号の規定によつて計算した金額から２８万円を控除した金額）」と、

「同法」とあるのは「地方税法」とする。 

（平成１９年度における公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特

例） 

１６ 平成１９年度分の保険料の賦課に限り、世帯主又はその世帯に属

する被保険者が平成１８年中に公的年金等所得について特定公的年金

等控除額の控除を受けた場合であつて、平成１６年中に公的年金等所

得について旧所得税法による特定公的年金等控除額の控除を受けたと

きにおける第１９条の２の規定の適用については、附則第８項の規定

にかかわらず、この規定中「地方税法第７０３条の５第１項の規定の

例により算定した総所得金額」とあるのは「地方税法第７０３条の５

第１項の規定の例により算定した総所得金額（所得税法第３５条第３

項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第２項第１号の

規定によつて計算した金額から２２万円を控除した金額）」と、「同

法」とあるのは「地方税法」とする。 

（平成１８年度における保険料に係る所得割額の算定の特例） 

１７ 平成１８年度分の保険料の賦課に限り、世帯主又はその世帯に属

する被保険者が平成１７年中に公的年金等所得について特定公的年金

等控除額の控除を受けた場合であつて、平成１６年中に公的年金等所

得について旧所得税法による特定公的年金等控除額の控除を受けたと

き（当該世帯主又はその世帯に属する被保険者に係る当該年度分の都

民税又は特別区民税の所得割について地方税法等の一部を改正する法



律（平成１７年法律第５号。以下「平成１７年地方税法改正法」とい

う。）附則第２条第３項又は第６条第３項の規定の適用がある場合を

除く。）における第１５条第１項の規定の適用については、同項中「合

算額」とあるのは「合算額から６，０００円（所得税法第３５条第３

項に規定する公的年金等に係る所得が２０万円に満たない場合には、

当該公的年金等に係る所得の１００分の３に相当する額）を控除（当

該都民税及び特別区民税に係る所得割の額に相当する金額を限度とす

る。）した額」とする。 

１８ 平成１８年度分の保険料の賦課に限り、世帯主又はその世帯に属

する被保険者が平成１６年１２月３１日現在において年齢６５歳以上

の者で、同年及び平成１７年の各年の地方税法第２９２条第１項第１

３号に規定する合計所得金額（附則第２０項において「合計所得金額」

という。）が１，０００万円以下であるものである場合（当該世帯主

又はその世帯に属する被保険者に係る当該年度分の都民税又は特別区

民税の所得割について平成１７年地方税法改正法附則第２条第３項又

は第６条第３項の規定の適用がある場合を除く。）における第１５条

第１項の規定の適用については、同項中「合算額」とあるのは「合算

額から１万５，０００円を控除（当該都民税及び特別区民税に係る所

得割の額に相当する金額を限度とする。）した額」とする。 

（平成１９年度における保険料に係る所得割額の算定の特例） 

１９ 平成１９年度分の保険料の賦課に限り、世帯主又はその世帯に属

する被保険者が平成１８年中に公的年金等所得について特定公的年金

等控除額の控除を受けた場合であつて、平成１６年中に公的年金等所

得について旧所得税法による特定公的年金等控除額の控除を受けたと

き（当該世帯主又はその世帯に属する被保険者に係る当該年度分の都

民税又は特別区民税の所得割について平成１７年地方税法改正法附則

第２条第５項又は第６条第５項の規定の適用がある場合を除く。）に

おける第１５条第１項の規定の適用については、同項中「合算額」と



あるのは「合算額から７，０００円（所得税法第３５条第３項に規定

する公的年金等に係る所得が２０万円に満たない場合には、当該公的

年金等に係る所得の１００分の３．５に相当する額）を控除（当該都

民税及び特別区民税に係る所得割の額に相当する金額を限度とする。）

した額」とする。 

２０ 平成１９年度分の保険料の賦課に限り、世帯主又はその世帯に属

する被保険者が平成１６年１２月３１日現在において年齢６５歳以上

の者で、同年及び平成１８年の各年の合計所得金額が１，０００万円

以下であるものである場合（当該世帯主又はその世帯に属する被保険

者に係る当該年度分の都民税又は特別区民税の所得割について平成１

７年地方税法改正法附則第２条第５項又は第６条第５項の規定の適用

がある場合を除く。）における第１５条第１項の規定の適用について

は、同項中「合算額」とあるのは「合算額から１万６，０００円を控

除（当該都民税及び特別区民税に係る所得割の額に相当する金額を限

度とする。）した額」とする。 

   付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の足立区国民健康保険条例附則第８項及び第

１５項から第２０項までの規定は、平成１８年度分の保険料から適用

し、平成１７年度分までの保険料については、なお従前の例による。 

 

 （提案理由） 

 国民健康保険法施行令の改正に伴い、保険料の算定に係る激変緩和措

置を講ずる必要があるので、この条例案を提出いたします。 


